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１ 産業データ  

 

 

 

 

 

 

  

1  産業データ  
 

 

 

 

 

尼崎経済の現況として、産業構造や生産性向上の取組、企業の

景況感に関する統計資料から、課題や解決の方向性について分析

する。 
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１ 産業データ  

⑴ 事業所の動向  

① 事業所数 

平成 28（2016）年の尼崎市の全産業の民営事業所数1は、【図 1-1】をみると、17,333

事業所である。事業所数は、昭和 56（1981）年の 27,003 事業所をピークに減少してい

るが、平成 24（2012）年から平成 28（2016）年にかけては、ほぼ横ばいである。 

次に、尼崎市の事業所数の日本標準産業分類別（大分類）（以下本節では「産業別（大

分類）」という）の構成について、【図 1-2】をみると、「卸売業，小売業」が 23.5％

（4,067 事業所）と最も多く、次いで、「宿泊業，飲食サービス業」が 15.7％（2,724

事業所）、「医療，福祉」が 10.5％（1,816 事業所）、「製造業」が 9.8％（1,694 事

業所）となっている。 

さらに、各年の産業別（大分類）の構成を比較すると、「製造業」「卸売業、小売業」

「宿泊業，飲食サービス業」は割合が低下傾向にあるが、「教育，学習支援業」「医療，

福祉」の割合は上昇傾向にある。 

 

民営事業所数の推移（全産業） 

 

【出典】総務省「経済センサス」、「事業所・企業統計調査」 

 

産業別（大分類）事業所数の割合推移 

 【出典】総務省「経済センサス」 

 

                                                   

1 民営事業所とは、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。総務省が実施する「事業所・企業統計調査」に

おいて、民営事業所の事業所数は昭和42（1961）年以降について、従業者数は昭和61（1986）年以降について紹介する。 
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１ 産業データ  

② 従業者数 

平成 28（2016）年の尼崎市の全産業の民営事業所の従業者数は、【図 1-3】をみる

と、191,556 人である。従業者数は、平成 8（1996）年の 225,148 人をピークに減少傾

向にあるが、平成 24（2012）年から平成 28（2016）年にかけては、ほぼ横ばいであ

る。 

次に、尼崎市の従業者数の産業別（大分類）の構成について、【図 1-4】をみると、

「製造業」が 21.1％（40,506 人）と最も多く、次いで、「卸売業，小売業」が 18.3％

（35,070 人）、「医療，福祉」が 14.6％（27,901 人）となっている。従業者数の観点

からみると、製造業が尼崎市の雇用を支える主な産業といえる。 

さらに、各年の従業者数の産業別（大分類）の構成を比較してみると、「建設業」「製

造業」「卸売業、小売業」「不動産業、物品賃貸業」の割合が低下傾向にあるが、「医

療，福祉」の割合は上昇傾向にある。 

 

 

民営事業所の従業者数の推移（全産業）（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】総務省「経済センサス」、「事業所・企業統計調査」 

 

 

産業別（大分類）従業者数の割合推移 

 

【出典】総務省「経済センサス」 
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１ 産業データ  

③ 労働生産性 

平成 28（2016）年の尼崎市の労働生産性2について、【図 1-5】をみると、全産業で

は 513 万円／人となっている。 

産業別（大分類）では、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 2,782 万円／人で最も高

く、次いで、「金融業，保険業」で 1,274 万円／人、「学術研究，専門・技術サービス

業」が 811 万円／人と続いている。 

また、「製造業」は、全産業平均よりも高い一方で、「宿泊業，飲食サービス業」や

「教育，学習支援業」「医療，福祉」等、サービス業の労働生産性は全産業平均に比べ

ると非常に低い。製造業に次いで従業者数の多いサービス業の労働生産性の向上が課

題となっている。 

 

平成 28（2016）年産業別（大分類）労働生産性（単位：万円／人） 

 

【出典】総務省「平成 28 年経済センサス－活動調査（外国の会社及び法人でない団体を除

く事業所の付加価値および民営事業所の従業者数をもとに算出）」 

 

 ④ 尼崎市の新設・廃棄事業所数 

ア 尼崎市の事業所の新設率、廃業率の推移 

【図 1-6】をみると、平成 26（2014）年から平成 28（2016）年までの新設率は

5.0％であり、平成 24（2012）年から平成 26（2014）年までの新設率（7.1％）に比

べて低下している。 

                                                   
2 ここでの労働生産性とは、従業員 1 人当たりの付加価値額のことをいい、付加価値額を従業者数で除した数字である。

付加価値額とは、売上高から原材料費や仕入費などを差し引いた額で、企業の経済活動によって新たに生み出された価

値の総額をいう。なお、外国の会社及び法人でない団体を除く事業所の労働生産性は、全産業で 539 万円である。 
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１ 産業データ  

一方で、平成 26（2014）年から平成 28（2016）年までの廃業率は 8.2％であり、

平成 21（2009）年から平成 24（2012）年まで、平成 24（2012）年から平成 26（2014）

年までの廃業率と比べて上昇している。 

 

尼崎市と全国の新設率及び廃業率（年当たり）の推移（単位：％） 

 

【出典】総務省「経済センサス」 

 

イ 産業別の新設率・廃業率の推移 

平成 26（2014）年から平成 28（2016）年までの尼崎市の産業別の新設率及び廃業

率についてみると、【図 1-7】のとおり、新設率は製造業が低く、商業以外のサービ

ス業が高くなっている。また、廃業率は商業が高くなっている。新設率から廃業率を

引いた増減率をみると、全産業でマイナスとなっており、とくに製造業は増減率のマ

イナスが高い。 

 

  尼崎市の産業別の新設率及び廃業率（年当たり） 

（平成 26（2014）年～平成 28（2016）年）（単位：％） 

【出典】総務省「経済センサス」 
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１ 産業データ  

⑵ 産業別の事業所の動向  

ここでは、尼崎市経済環境局経済部が主に担当している「製造業」及び「商業（小売業）」

「農業」について、尼崎市の動向を紹介する。なお、本節の対象とする事業所については、

巻頭の例言に注釈を付しているので参照のこと。 

 

① 尼崎市の製造業の動向 

ア 事業所の現況 

製造業の事業所数について、【図 1-8】をみると、平成 20（2008）年の 1,032 事

業所から、令和 2（2020）年の 714 事業所まで減少している。 

また、従業者数について、【図 1-9】をみると、平成 20（2008）年の 39,754 人か

ら、令和 2（2020）年の 33,263 人まで減少している。 

さらに、1 事業所当たりの従業者数をみると、平成 20（2008）年では 38.5 人であ

ったが、令和 2（2020）年では 46.6 人となっており、1 事業所当たりの従業者数規

模が大きくなっている。 

 

製造業の事業所数の推移（従業員 4 名以上事業所） 

 

【出典】経済産業省「工業統計」、総務省「経済センサス」 

 

製造業の従業者数の推移（従業員 4 名以上事業所）（単位：人） 

 

【出典】経済産業省「工業統計」、総務省「経済センサス」  

1,032 
912 840 878 836 824 783 809 

732 716 701 714 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H28 H29 H30 R01 R02

2008 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20

(

年)

39,754 

36,661 
35,533 

33,908 
34,103 34,085 

32,645 
34,009 

33,261 32,647 
33,101 33,263 

38.5 

40.2 

42.3 

38.6 

40.8 

41.4 

41.7 

42.0 

45.4 45.6 

47.2 
46.6 

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H28 H29 H30 R01 R02

2008 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20

従業者数（左軸） 1事業所当たりの従業者数（右軸）

(

年)

図 1-8 

図 1-9 



    

 

9 

 

１ 産業データ  

次に、製造品出荷額等3について、【図 1-10】をみると、平成 20（2008）年の 1 兆

6,585 億円から、平成 26（2014）年には 1 兆 3,144 億円まで減少したが、令和 2

（2020）年には 1 兆 4,613 億円に増加している。 

製造業の事業所数、従業者、製造品出荷額等は、いずれもリーマンショックの後、

減少基調だったが、その後は横ばいで推移している。 

 

製造業の製造品出荷額等の推移（従業員 4 名以上事業所）（単位：億円） 

 

【出典】経済産業省「工業統計」、総務省「経済センサス」 

 

イ 産業別（中分類）の現況 

令和 2（2020）年の産業別（中分類）事業所数の割合について、【図 1-11】をみる

と、金属製品製造業が 23.5％（168 事業所）を占め、次いで、生産用機械器具製造業

が 14.6％（104 事業所）を占める。 

また、従業者数の割合をみると、鉄鋼業が 11.3％（3,748 人、1 事業所当たりは 81.5

人）、金属製品製造業も 11.6％（3,875 人、1 事業所当たりは 23.1 人）と最も高い

比率となり、次いで、電気機械器具製造業が 10.1％（3,364 人、1 事業所当たりは 74.8

人）を占めている。 

なお、1 事業所当たりの従業者数については、情報通信機械器具製造業が 308.1 人

と最も多く、従業員規模の大きな事業所が立地しているといえる。 

本市においては、金属製品製造業及び生産用機械器具製造業については、従業員規

模が比較的小さな企業が集積しており、鉄鋼業、化学工業といった、いわゆる重化学

工業は従業員規模が大きな事業所が多く立地していると考えられる。 

 

 

 

                                                   
3 製造品出荷額等とは、1 年間（1～12 月）における製造品出荷額、加工賃収入額、その他収入額及び製造工程からで

たくず及び廃物の出荷額の合計であり、消費税等内国消費税額を含んだ額をいう。製造品の出荷とは、その事業所の所

有する原材料によって製造されたもの（原材料を他企業の事業所に支給して製造させたものを含む）を当該年中にその

事業所から出荷した場合をいう。 
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１ 産業データ  

令和 2（2020）年製造業の中分類別の事業所数、従業者数（従業員 4 名以上事業

所）、製造品出荷額等の割合 

 

 

【出典】経済産業省「令和 2 年工業統計」 

 

さらに、製造品出荷額等の割合をみると、鉄鋼業が 16.9％（2,469 億円）を占めて

おり、2 番目に高い化学工業の 14.9％（2,185 億円）と合わせると、この 2 業種で本

市の 製造品出荷額等の約 3 分の 1 を占めている。 

なお、1 事業所当たりの製造品出荷額等については、情報通信機械器具製造業が

167.3 億円、非鉄金属製造業が 56.1 億円、化学工業が 54.6 億円、鉄鋼業で 53.7 億

円となっており、従業員規模の大きな事業所が多数立地している業種が、市内の製造

品出荷額等を多く生み出している状況にある。 
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１ 産業データ  

② 尼崎市の商業（小売業）の動向 

ア 事業所の現況 

小売業の事業所数について、【図 1-12】をみると、平成 19（2007）年の 4,039 事

業所から、平成 28（2016）年には 2,389 事業所と 40.9％減少している。 

一方で、1 事業所当たりの売場面積については、平成 19（2007）年で 104.8 ㎡で

あったものが、平成 28（2016）年は 152.1 ㎡と 1.45 倍に増加し、1 事業所当たりの

売場規模が大きくなっている。これは、小規模事業所の減少が影響していると考えら

れる。 

 

小売業の事業所数及び 1 事業所当たりの売場面積の推移 

 

【出典】経済産業省「商業統計」、総務省「経済センサス」 

 

次に、小売業の従業者数について、【図 1-13】をみると、平成 19（2007）年の

25,916 人から、平成 28（2016）年には 19,590 人と 24.4％減少している。 

また、1 事業所当たりの従業者数をみると、平成 19（2007）年では 6.4 人であっ

たが、平成 28（2016）年では 8.2 人となっていることから、1 事業所当たりの従業

員規模は大きくなっている。 

さらに、小売業の年間商品販売額について、【図 1-14】をみると、平成 19（2007）

年の 3,888 億円から、平成 28（2016）年には 3,580 億円と 7.9％減少しているもの

の、事業所数の減少率（40.9％）に比べると、減少の程度は小さくなっている。 

 

 

 

  

【出典】（図 1-2-13～14 とも）経済産業省「商業統計」、総務省「経済センサス」 
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図 1-12 

図 1-13 小売業の従業者数及び 1 事業所

当たりの従業者数の推移 

図 1-14 小売業の年間商品販売額及び 1 事業

所当たりの年間商品販売額の推移 
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１ 産業データ  

また、1 事業所当たりの年間商品販売額をみると、平成 19（2007）年では 0.96 億

円であったが、平成 28（2016）年では 1.49 億円と 1.55 倍となっており、1 事業所

当たりの規模が大きくなっていることが分かる。 

 

③ 尼崎市の農業 

尼崎市の農家数について、【図 1-15】をみると、平成 7（1995）年の 433 戸から、

令和 2（2020）年には 260 戸と 40％減少している。 

また、宅地化農地と生産緑地4を合わせた農地面積は、平成 7（1995）年の 144ha か

ら、令和 2 年（2020）年には 86.1ha と 40.2％減少している。この内訳をみると、生産

緑地面積は微減しており、宅地化農地が大幅に減少していることが分かる。 

 

尼崎市の農家数及び農地面積の推移 

 

【出典】尼崎市都市計画課資料、農林水産省「農林業センサス」 

  

                                                   
4 生産緑地とは、市街化区域内にある農地の緑地機能を活かし、計画的に保全することによって、公害や災害の防止に

役立てるとともに、豊かな都市環境の形成を目的として、生産緑地法第 3 条の規定を受けて都市計画に定めるもの。指

定にあたっては、既存の農地のうち、「農漁業の継続が可能｣「300 平方メートル以上の一団の区域であること｣などの

基準を満たし、かつ、所有者等の同意を得たものを定める。なお、宅地の造成や建築行為等に対して制限がかかる。生

産緑地に指定されると税の優遇措置が受けられるが、指定から 30 年間の営農を続ける義務が生じる。 
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図 1-15 
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１ 産業データ  

⑶ 尼崎市の事業所の景気動向  

尼崎市が市内事業所の景気動向等を把握するために独自に実施している「尼崎市事業

所景況調査」の結果をもとに、市内事業所が感じている景況感などを紹介する。 

 

「尼崎市事業所景況調査」の概要 

(1) 調査対象：尼崎市内の民営事業所 1,000 社 

内訳は製造業 264 社（大企業 42 社、中小企業 222 社）、非製造業 736 社

（建設業 76 社、卸売業 60 社、小売業 167 社、サービス業 433 社） 

(2) 調査時期：毎年 2 月、5 月、8 月、11 月 

(3) 調査項目：事業所の業況、出荷額等、収益、従業員の過不足、経営上の問題点など 

(4) 公表：公益財団法人尼崎地域産業活性化機構ホームページに報告書を掲載 

 

① 尼崎市内事業所の業況 

「業況判断（前期比）」DI5は、景気が前の四半期から「好転」した事業所と「悪化」

した事業所のいずれがどの程度上回っているかを表し、いわば「景気の変化の方向」を

示すものである。【図 1-16】をみると、全産業6では、令和 3（2021）年 4～6 月期以

降、DI は改善し、10～12 月期にはマイナス 15.3 となり、業況は、新型コロナ感染症

の影響は残るものの、持ち直している。 

業種別にみると、製造業、小売業、サービス業とも、DI は 10～12 月期は 2 期連続

の改善となり、製造業でマイナス 4.0、小売業でマイナス 40.3、サービス業でマイナス

16.9 となり、コロナ前の水準を上回っている。 

 

「業況判断（前期比）」DI の推移（業種別） 

 

 

                                                   
5 DI とは景気動向指数（Diffusion Index）の略で、ここでは「増加」（または「上昇」「好転」「過剰」「黒字」）と

回答した企業の比率から、「減少」（または「下降」「悪化」「不足」「赤字」）と回答した企業の比率を差し引いたも

のである。 

6 グラフでは「建設業」、「卸売業」を割愛しているが、全産業の値には「建設業」、「卸売業」を含む。 
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図 1-16 
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１ 産業データ  

② 「(原材料)仕入単価」DIの推移 

「（原材料）仕入単価」DI は、原材料や仕入の単価が、上昇した事業所と、低下し

た事業所の、いずれがどの程度上回っているのかを示すものである。【図 1-17】をみ

ると、全産業では、令和 3（2021）年を通して DI が上昇し、10～12 月期には 53.1 と、

本調査を開始して以来、最も高い値となった。 

業種別にみると、製造業では、DI は令和 2（2020）年 7～9 月期より上昇が続き、令

和 3（2021）年 10～12 月期には 73.4 と、本調査開始以来の最高値となった。ほか 2

業種も上昇が続き、10～12 月期には、小売業で 38.4、サービス業で 37.1 となった。 

現在、半導体等の原材料や部品の調達難、燃料等のエネルギー高やこれに伴う物流コ

ストの上昇が続くなか、市内の事業所にも影響が生じていることがうかがえる。 

 

      「（原材料）仕入価格」DI の推移（業種別） 

 

 

 

③ 「出荷額・売上高・完成工事高」DIの推移  

「（原材料）仕入単価」の上昇に対して、「出荷額・売上高・完成工事高」（前期比）

DI の推移をみておきたい。これは、市内で、出荷額等が増加した事業所と減少した事

業所のいずれがどの程度上回っているのかを示すものである。【図 1-18】をみると、

全産業の DI は、令和 3（2021）年 1～3 月に低下したものの、4～6 月以降は上昇し、

10～12 月期にはマイナス 16.9 となった。 

製造業およびサービス業の DI も、4～6 月期より上昇が続き、10～12 月期には、製

造業ではマイナス 6.4 にまで持ち直し、サービス業ではマイナス 17.0 となった。小売

業では、10～12 月期は 22.7 ポイントの大幅な上昇となり、マイナス 41.2 となった。

しかし、3 業種とも「（原材料）仕入単価」DI に比べると上昇幅も小さく、DI はマイ

ナス値であり、出荷額等が減少した事業所が上回る状況にある。 
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図 1-17 
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１ 産業データ  

   「出荷額・売上高・完成工事高」DI の推移（業種別） 

 

 

 

④ 尼崎市内事業所の収益 

「収益（前期比）」DI は、市内で、収益が好転した事業所と悪化した事業所のどち

らが上回るのかを示したものである。【図 1-19】をみると、全産業では、DI は令和 3

（2021）年 1～3 月期に悪化したものの、その後改善が続き、10～12 月期にはマイナ

ス 29.7 となった。 

業種別にみると、製造業では、DI は、7～9 月期に改善したものの、10～12 月期に

は悪化してマイナス 25.8 となった。サービス業では、令和 3 年を通して改善し、10～

12 月期にはマイナス 29.7 となった。小売業では、10～12 月期は 2 期連続の改善とな

り、マイナス 51.0 となった。３業種とも、持ち直し基調にあるが、新型コロナ感染症

拡大前の水準にはやや及ばない状況といえる。 

 

      「収益（前期比）」DI の推移（業種別） 
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図 1-18 
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１ 産業データ  

⑤ 経営上の問題点 

市内事業所の抱える経営上の問題点について、【表 1-20】をみると、製造業では、4

～6 月期以来、「原材料・仕入価格高」と回答する事業所が 1 位となっており、10～12

月期には 73.4％に達した。 

小売業では、1 位は「需要の停滞」で、4～6 月期以降、60％前後で推移している。 

サービス業では、10～12 月期は「原材料・仕入価格高」が 37.8％で 1 位となった。 

 

令和 3（2021）年度における経営上の問題点（業種別） 

 

 

 

 

 

 

表 1-20 

令和3年

10-12月期
・原材料・仕入価格高 73.4 ・需要の停滞 33.1 ・人手不足 23.4

7-9月期 ・原材料・仕入価格高 52.9 ・需要の停滞 41.4 ・事業所・生産設備の老朽化 24.3

4-6月期 ・原材料・仕入価格高 48.2 ・需要の停滞 44.7 ・事業所・生産設備の老朽化 24.8

令和3年

10-12月期
・需要の停滞 63.5 ・原材料・仕入価格高 42.3 ・売上単価の低下 38.5

7-9月期 ・需要の停滞 58.9 ・売上単価の低下 39.7 ・原材料・仕入価格高 30.1

4-6月期 ・需要の停滞 63.6 ・売上単価の低下 34.8 ・競争激化 31.8

令和3年

10-12月期
・原材料・仕入価格高 37.8 ・需要の停滞 32.4 ・人手不足 29.1

7-9月期 ・需要の停滞 41.3 ・人手不足 22.8 ・原材料・仕入価格高 17.9

4-6月期 ・需要の停滞 42.9 ・人手不足 22.6 ・売上単価の低下 19.8

サ

ー

ビ

ス

業

業種・調査時期 １位（％） ２位（％） ３位（％）
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造

業

小
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２ 雇用就労データ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 雇用就労データ  
 

 

 

 

 

尼崎経済の現況として、雇用就労実態に関する統計資料から、

課題や解決の方向性について分析する。 
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２ 雇用就労データ  

⑴ 労働力人口の推移  

尼崎市の産業及び消費を支える労働力人口について、【図 2-1】をみると、平成 17（2005）

年には 230,498 人であったが、平成 27（2015）年には 204,197 人と 26,301 人（11.4％）

減少している。 

なお、同時期の本市人口の推移をみると、平成 17（2005）年の 462,647 人から、平成

27（2015）年の 452,563 人へ、10,084 人（2.2％）の減少であったことから、人口減少の

率を大幅に上回るペースで労働力人口が減少している。 

 

尼崎市の労働力人口の推移（単位：人） 

     

【出典】総務省「国勢調査」 

 

また、労働力人口の年齢 5 歳階級別の推移について【図 2-2】をみると、労働力のピー

クが、平成 17（2005）年には 30 歳から 34 歳までの層であったが、平成 27（2015）年

には 40 歳から 44 歳までの層に移っている。 

さらに、20 歳から 34 歳までの労働力人口が、平成 17（2005）年には 72,096 人であ

ったが、平成 27（2015）年には 48,636 人と大きく減少するなど、若年層の労働力人口が

大きく減少している。 

 

尼崎市の年齢 5 歳階級別労働力人口の推移（単位：人） 

 

 【出典】総務省「国勢調査」 
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２ 雇用就労データ  

⑵ 尼崎市の求人動向  

① 尼崎市内事業所の従業員の過不足感 

尼崎市内事業所の従業員の過不足 DI をみると、【図 2-3】のように、令和 2（2020）

年 4～6 月期に急上昇して全産業でマイナス 3.6 となり、従業員が不足と感じる企業の

割合が低下したことがわかる。10～12 月期は、全産業でマイナス 16.6 と、不足の企業

が過剰の企業を上回っている。製造業では DI 値 1.6 と、過剰と不足がほぼ同じ割合と

なり、小売業およびサービス業ではマイナス 20 を下回り、従業員不足の状況が続いて

いる。 

 

「従業員の過不足」DI 値の推移（業種別） 

 

【出典】尼崎市「事業所景況調査」 

② 有効求人倍率の推移 

尼崎市の有効求人倍率について、平成 20（2008）年度から令和 2（2020）年度まで

の推移をみると、【図 2-4】のように、リーマンショックの影響で平成 21（2009）年

度には 0.42 まで低下したが、その後、年々上昇し、平成 30（2018）年度に 1.65 と高

くなり、雇用情勢が大幅に改善されていた。しかし、新型コロナ感染症の影響により企

業の求人件数が減少したことに伴い、令和 2（2020）年度は 1.01 と大幅に低下してい

る。 

尼崎市と全国の有効求人倍率の年度別推移 

 

【出典】ハローワーク尼崎資料 
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２ 雇用就労データ  

⑶ 尼崎市内高校卒業者等の就職動向  

① 尼崎市内高校卒業者の就職者の推移 

尼崎市内高校卒業者の就職者について、【図 2-5】をみると、令和 3（2021）年 3 月

卒業者については、求人数 1,281 人、就職希望者 344 人に対し、3 月末時点の就職決定

者 344 人、就職決定率は 100％となっている。平成 27（2015）年以降、景気の影響を

受けて企業からの求人数は年々増加し、令和 3(2021)年に減少に転じたものの、就職希

望者に対する決定者の割合は引き続き非常に高い水準を維持している。 

 

尼崎市内高校卒業者の求人・就職者の推移 

 

【出典】ハローワーク尼崎資料 

 

② 尼崎市内高校卒業者の業種別の就職状況 

令和 3（2021）年 3 月の尼崎市内高校卒業者の就職状況に関する詳細について、【図

2-6】をみると、求人数は、製造業が 494 人（38.6％）と約 4 割を占めており、次いで、

建設業が 313 人（24.4％）、卸売･小売･宿泊･飲食サービス業合わせて 123 人（9.6％）、

医療･福祉が 104 人（8.1％）である。 

次に、就職決定者数は、製造業が 145 人（42.2％）、次いで、建設業が 55 人（16％）

となっており、3 位に卸売･小売･宿泊・飲食サービス業 46 人（13.4％）と続いている。

なお、医療・福祉については、12 人（3.5％）と求人数に対して低い就職決定者となっ

ており、他の業種と比べて求職者が集まりにくい傾向がうかがえる。 

 

令和 3（2021）年 3 月尼崎市内高校卒業者の主な産業別の求人・就職状況 

【出典】ハローワーク尼崎資料                      （単位：人） 
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２ 雇用就労データ  

⑷ 尼崎市の雇用就労の動向  

ここでは、尼崎市が実施した「令和 3 年度労働環境実態調査」の結果をもとに、市内事

業所における従業員の状況及び雇用就労の維持・創出に向けた取組について紹介する。 

 

「令和 3 年度労働環境実態調査」の概要 

(1) 調査対象：尼崎市内の従業者 30 人以上のすべての民営事業所 1,080 事業所 

    （総務省「事業所母集団データベース」の名簿情報を使用） 

(2) 調査時期：令和 3（2021）年 9 月 

(3) 調査項目：事業所概要（業種、従業員数等）、正規従業員の労働条件（環境）、賃金制

度、人材の確保・育成等、高年齢者雇用安定法への対応、外国人及び障がい者

の雇用 

(4) 配布回収：有効配布数 1,070 件、有効回収数 332 件、有効回収率 31.0％ 

(5) 公表：尼崎市ホームページに報告書を掲載 

※なお、本調査の図表等で記載する業種の表記は以下のとおりとする。 

  「全体」：全事業所  「製造」：製造業  「運郵」運輸業，郵便業 

「卸小」：卸売業，小売業  「医福」：医療，福祉  「サー」：サービス業 

 ※数値はすべて無回答を除いて算出している。なお、構成比率は四捨五入している

ため、合計しても 100％にならない場合がある。 

 

① 尼崎市内事業所の従業員の状況 

ア 正規従業員の過不足の状況 

正規従業員の過不足状況について、【図 2-7】をみると、「全体」では「過剰」「ち

ょうどよい」とする事業所を除く、約 5 割が従業員不足の問題を抱えている。特に

「業界経験のある既卒者・通年採用者」が不足しており（44.2％）、次いで「新卒者」

（21.6％）、「業界経験のない既卒者・通年採用者」（15.5％）となっている。 

業種別にみると、「全体」に比べ、「医療，福祉」では「業界経験のある既卒者・

通年採用者」が不足しており（60.9％）、「運輸業，郵便業」では「業界経験のない

既卒者・通年採用者」が不足している（31.4％）。一方、「卸売業，小売業」では「ち

ょうどよい」が約 60％となっている。 

 

正規従業員の過不足状況（単位：％）（複数回答） 
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２ 雇用就労データ  

イ 正規従業員の採用状況（令和 2（2020）年度の実績） 

正規従業員の採用実績について、【図 2-8】をみると、「全体」では、「いずれも

なし」（23.1％）を除く、76.9％の事業所が正規従業員を採用している。採用種別で

は、「新卒者［R3 春採用］」が 47.2％、「既卒者・通年採用」が 55.6％であった。

前回（前年度）の調査結果と比較すると、「新卒者」の採用比率は低下したものの、

「既卒者・通年採用」の比率は上昇している。 

業種別にみると、「製造業」では「新卒者」採用の比率が高く（60.8％）、「医療，

福祉」では「既卒者・通年採用」の比率が高い（76.3％）。 

 

正規従業員の採用状況（単位：％）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 正規従業員の求人意向（令和 3年度） 

令和 3（2021）年度の正規従業員の求人意向について、【図 2-9】をみると、「い

ずれもなし」（20.9％）を除く、79.1％の事業所が採用を予定している（実施済みを

含む）。    

採用種別では、「新卒者[R4 春採用]」が 55.6％、「既卒者・通年採用」が 66.3％

であった。先にみた令和 2（2020）年度の採用実績【図 2-8】と比較すると、「新卒

者」、「既卒者・通年採用」ともに採用の比率が高くなっている。業種別にみても、

「卸売業，小売業」を除いてこの傾向は変わらない。 

業種別にみると、「製造業」では「新卒者」採用の比率が高い（65.2％）。「運輸

業，郵便業」「医療，福祉」では「既卒者・通年採用」の比率が高く、「医療，福祉」

では 90％以上の事業所が採用を予定している。一方、「卸売業，小売業」では「い

ずれもなし」の比率が高い（42.9％）。 

 

正規従業員の求人意向（単位：％）（複数回答） 
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２ 雇用就労データ  

② 働き方改革関連法への対応状況 

令和元（2019）年度から「働き方改革関連法」が順次施行されている。ここでは、【表

2-10】の 3点について、市内事業所での対応状況をみてみる。 

 

働き方改革関連法のポイント 

 内容 施行日・適用日 

1. 年次有給休

暇の年5日間

の確実な取

得 

使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与され

る全ての労働者に対し、毎年 5 日、時季を指定し

て有給休暇を取得させる必要がある。 

<大企業・中小企業> 

2019 年 4 月 1 日 

2. 時間外労働

の上限規制 

時間外労働の上限について、月 45 時間、年 360

時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場

合でも年 720 時間、単月 100 時間未満（休日労

働含む）、複数月平均 80 時間（休日労働含む）

を限度に設定する必要がある。 

<大企業> 

2019 年 4 月 1 日 

<中小企業> 

2020 年 4 月 1 日 

（「建設事業」・「自動車

運転の業務」・「医師」に

ついては、2024 年 3 月 31

日まで猶予期間有り） 

3. 同一労働同

一賃金 

同一企業内において、正社員と非正規社員（パー

トタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）

の間で、基本給や賞与などでの不合理な待遇差

が禁止される。 

<大企業> 

2020 年 4 月 1 日 

<中小企業> 

2021 年 4 月 1 日 

【出典】厚生労働省ホームページより作成 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html 

 

ア 年次有給休暇の年 5日間の取得 

「年次有給休暇の年 5 日間の取得」への対応状況について、【図 2-11】をみると、

「全体」では「既に就業規則等で制度化している」事業所は 62.0％であった。「制度

化していないが、対応している」（36.8％）と合わせて、98.8％の事業所が対応して

いる。一方、「知っているが、対応できていない」（1.2％）と、対応に至っていな

い事業所も存在している。 

 

「年次有給休暇の年 5 日間の取得」への対応状況 

 

 

 

 

 

 

② 時間外労働の上限規制 

表 2-10 
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２ 雇用就労データ  

「時間外労働の上限規制」への対応状況について、【図 2-12】をみると、「全体」

では「既に就業規則等で制度化している」事業所は 55.4％であった。「制度化してい

ないが、対応している」（41.2％）と合わせて、96.6％の事業所が対応している。 

「既に就業規則等で制度化している」と「制度化していないが、対応している」の

合計は、すべての業種で 9 割を超えている。 

 

「時間外労働の上限規制」への対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 同一労働同一賃金 

同一労働同一賃金への対応状況について、【図 2-13】をみると、「全体」では

「既に就業規則等で制度化している」事業所は 33.0％であった。「制度化してい

ないが、対応している」（46.6％）と合わせて、79.6％が対応している。先にみた

「①年次有給休暇の年 5 日間の取得」や「②時間外労働の上限規制」への対応状況

と比較すると、対応が進んでいない。 

業種別にみると、「既に就業規則等で制度化している」の比率は「運輸業，郵便

業」で 47.2％と最も高い。「既に就業規則等で制度化している」「制度化していな

いが、対応している」の合計は、「卸売業，小売業」70.5％であるが、その他の業

種では約 8 割である。 

 

「同一労働同一賃金」への対応状況 
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３ 新型コロナ関連施策  

 

 

 

 

 

 

 

3 新型コロナウイルス感染症関連施策  
 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けの主な支

援制度を紹介します。 
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⑴ 事業者向けコロナ関連労務相談  

市内事業者を対象に、労務関連のお困り事や新型コロナウイルス感染症に関する助成

金・給付金についての相談窓口を開設。予約制にて中小企業診断士や社会保険労務士等

の相談員による面談が受けられる。 

【実績】相談件数：83 件 

 

⑵ 尼崎市雇用調整助成金等申請サポート給付金  

市内の事業所で休業等を実施し、雇用調整助成金等の申請事務を社会保険労務士また

は弁護士に依頼した中小企業者や個人事業主を対象に、申請事務の依頼に要した費用

（申請代行手数料等）を補助する。（上限：10万円） 

【実績】支給件数：66件 

支給金額：4,757,000円 

 

⑶ 尼崎市雇用促進奨励金  

令和2年4月以降に離職した人の早期再就職を支援するため、対象者を雇用した企業な

ど（市内に雇用保険適用事業所を有する事業者に限る。）を対象に、求職者を雇い入

れ、一定期間雇用した者に対し、奨励金を支給する。 

1 正規労働者（無期雇用、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上） 

1 人につき 30 万円 

2 非正規労働者（3カ月以上の有期雇用、かつ１週間の所定労働時間が20時間以上） 

1 人につき 15 万円（1 と 2、合わせて上限 5 人まで） 

【実績】支給件数：360 件 

（内訳）1 正規労働者 ：451 人 

2 非正規労働者：222 人 

支給金額：168,600,000 円 

 

⑷ 尼崎市事業継続一時支援金  

国の月次支援金や県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金等の対象でない中小

法人及び個人事業主）を対象に、2021 年 4～9 月のいずれかの月の売上高が、前年又は

前々年の同月比で 20％以上 50％未満減少している者に対して 10 万円支給する。 

【実績】受付件数：2,889 件 

支払予定：2,889 件 

支払予定額：2 億 8,890 万円（＠10 万円×2,889 件）※3/1 時点 
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３ 新型コロナ関連施策  

⑸ 尼崎市創業支援補助金  

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 2 月 28 日までに、尼崎市内で創業し、特定創業支援

事業を受けている創業者、第二創業者を対象に、コロナ禍の中において、新たなビジネ

スにチャレンジする中小企業者、個人事業主を対象に、創業時に要する経費の一部を補

助する。（補助上限額：50 万円、補助率：2/3） 

【実績】受付件数：63 件 

支払予定額 25,377,000 円
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